
納付期限　２月２日㈪ 国民健康保険料第８期、後期高齢者医療保険料・介護保険料第７期の普通徴収　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の
申

請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
７
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
住
民
税
の

非
課
税
基
準
以
下
の
人

◦
税
務
署
へ
確
定
申
告
を
す
る
人

◦
勤
務
先
の
給
与
支
払
報
告
書
ま
た

は
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
報
告
書

が
市
役
所
に
提
出
さ
れ
る
人

申
告
に
必
要
な
物
（
一
例
）

◦
本
人
確
認
書
類

◦
個
人
番
号
確
認
書
類

◦
公
的
年
金
ま
た
は
給
与
の
源
泉
徴

収
票

◦
医
療
費
控
除
の
明
細
書

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法

　

郵
送
、
電
子
申
告
ま
た
は
窓
口

８
年
度
（
７
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

　

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
か
ら
電
子
申
告
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
ス
マ
ホ
や

パ
ソ
コ
ン
で
申
告
で
き
ま
す
。

と
き　

２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

の
平
日
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
〜
５
時

※
３
月
１
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時
も
開
設

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人　

８
年
１
月
１
日

現
在
、
市
在
住
の
人

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
国
民
健
康

詳しくは
こちら

◆
出
張
申
告
会
場
を
開
設

と
き　

２
月
４
日
㈬

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１

時
～
４
時

と
こ
ろ　

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
開
設
時
間
よ
り
も
前
に
待
機
不
可

※
当
日
、
先
着
順
で
整
理
券
を
配
布
。

配
布
終
了
以
降
は
受
付
不
可

◆
給
与
支
払
報
告
書
な
ど
の
提
出
は

２
月
２
日
㈪
ま
で

　

給
与
な
ど
の
支
払
者
は
給
与
支
払

報
告
書
を
８
年
１
月
１
日
現
在
の
従

業
員
の
住
所
地
と
な
る
市
町
村
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
電
子
的
提
出
の
一

元
化
も
可

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

保
険
料
の
納
付
相
談
は
お
早
め
に

　

納
付
期
限
を
過
ぎ
た
と
き
は
延
滞

金
な
ど
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
災
害
な

ど
の
特
別
な
事
情
が
な
く
滞
納
が
続

く
と
、
医
療
費
の
全
額
自
己
負
担
が

必
要
と
な
っ
た
り
財
産
の
差
押
え
を

行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

前
年
比
で
所
得
が
減
少
し
た
人
は

保
険
料
の
減
免
や
軽
減
が
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
納
付
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
、
減
額

で
き
な
い
場
合
あ
り

問
合
先

【
納
付
相
談
に
関
す
る
こ
と
】

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

【
減
免
に
関
す
る
こ
と
】

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

障
が
い
児
福
祉
手
当

特
別
障
が
い
者
手
当

◆
障
が
い
児
福
祉
手
当

対
象

　

在
宅
で
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た

す
20
歳
未
満
の
人

①
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
・
２
級
程

度
の
身
体
障
が
い
が
あ
る
人

②
最
重
度
の
知
的
障
が
い
が
あ
る
人

ま
た
は
精
神
の
障
が
い
が
あ
る
人

で
、
常
に
介
護
が
必
要
な
状
態
の

人
③
身
体
機
能
の
障
が
い
や
病
状
、
ま

た
は
重
度
の
知
的
障
が
い
や
精
神

の
障
が
い
が
重
複
す
る
人
で
、
そ

の
状
態
が
①
②
と
同
程
度
以
上
の

人
※
支
給
制
限
あ
り

支
給
額　

月
額
１
万
６
１
０
０
円

◆
特
別
障
が
い
者
手
当

対
象

　

20
歳
以
上
の
在
宅
の
重
度
障
が
い

者
で
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の

介
護
を
要
し
、
次
の
い
ず
れ
か
を

満
た
す
人

①
視
覚
・
聴
覚
・
両
上
肢
・
両
下
肢

・
体
幹
・
精
神
（
知
的
）
・
内
部

機
能
（
心
臓
・
呼
吸
器
・
じ
ん
臓

・
肝
臓
・
血
液
な
ど
）
の
う
ち
２

つ
以
上
に
特
に
重
度
の
障
が
い
が

あ
る
人

※
内
部
機
能
障
が
い
が
重
複
し
て
い

る
場
合
は
１
つ
の
障
が
い
と
み
な

す
②
両
上
肢
・
両
下
肢
・
体
幹
機
能
の

い
ず
れ
か
に
著
し
い
障
が
い
（
１

・
２
級
程
度
）
が
あ
り
、
日
常
生

活
動
作
が
極
め
て
困
難
な
人

③
特
に
重
度
の
内
部
機
能
障
が
い
が

あ
り
、
長
期
に
渡
り
絶
対
安
静
が

必
要
な
人

④
特
に
重
度
の
知
的
障
が
い
・
精
神

障
が
い
ま
た
は
認
知
症
な
ど
で
、

会
話
が
で
き
な
い
ほ
ど
日
常
生
活

で
常
に
特
別
な
介
護
が
必
要
な
人

※
支
給
制
限
あ
り

※
ケ
ア
ハ
ウ
ス
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム

な
ど
の
入
所
・
入
居
の
方
は
在
宅

と
み
な
す

支
給
額　

月
額
２
万
９
５
９
０
円

◆
共
通

申
請
方
法

　

専
用
の
診
断
書
を
提
出

※
診
断
書
料
は
自
己
負
担

※
す
で
に
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

は
申
請
不
要

※
身
体
障
が
い
者
手
帳
や
療
育
手
帳
、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
取
得
は
不

問
申
請
・
問
合
先

　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
５
４

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）９
５
１
０

手
話
こ
れ
か
ら
講
座

受
講
生
を
募
集

と
き

　

１
月
24
日
㈯
・
31
日
㈯
、
２
月
７

日
㈯
午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　

市
立
公
民
館

講
師　

門
真
市
身
体
障
害
者
福
祉
会

ろ
う
あ
部
会
、
門
真
市
手
話
サ
ー

ク
ル
「
く
す
の
木
」

対
象

　

中
学
生
以
上
で
市
在
住
・
在
勤
の

人
費
用　

無
料

申
込
方
法

　

１
月
５
日
㈪
～
16
日
㈮
に
電
話
ま

た
は
電
子
フ
ォ
ー
ム
、
当
セ
ン
タ

ー
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
申
し
込
み

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

市役所の時間外・日曜相談窓口（１月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

11日㈰・25日㈰
午前９時～正午
16日㈮
午後５時30分～７時

業�務内容　マイナンバーカードの交
付・再交付、電子証明書の発行・
更新、暗証番号の再設定・ロック
解除、マイナンバーに関する相談
※�混雑時は待ち時間が発生する場合
あり
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）５８２１

国民年金 25日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　国民年金加入、免除申請など
持�ち物　基礎年金番号通知書または
マイナンバーカードなど
※�離職した人は離職票、代理申請は
委任状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）６００５

市税、国民健康保
険料、後期高齢者
医療保険料、介護
保険料納付

25日㈰
午前９時～正午
※�予約優先。市公式LINEから予
約可。受付は２週間前まで

持�ち物
　�運転免許証など本人確認ができる
物
相談・問合先　収納課
　☎０６（６９０２）５９３５

１月以降順次
各種証明書や郵送物など
使用する文字を標準化

　すべての自治体が同じ
文字を使い、行政事務を
効率化するため、住民票
の写しなどの各種証明書
や郵送物などに用いる文
字を「行政事務標準文字
」に変更します。これに
より、今までと違った字
形（デザイン）になる場
合があります。
対象業務　住民基本台帳、
地方税、児童手当など、
国が指定する20業務
※戸籍は従来の文字を保持
※詳しくは市ホームページ参照
問合先　ICT推進課　☎０６(６９０２)５７９３

家
屋
の
種
類
（
用
途
）
を
変
更

し
た
場
合
は
変
更
登
記
が
必
要

　

事
務
所
・
店
舗
な
ど
で
使
用
し
て

い
た
家
屋
を
改
修
工
事
に
よ
り
住
宅

に
変
更
す
る
な
ど
、
家
屋
の
種
類
（

用
途
）
を
変
更
し
た
場
合
は
、
法
務

局
で
建
物
表
題
部
変
更
登
記
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
市
で
登
記
内
容
を
確
認
後
、
所
有

者
に
連
絡
す
る
場
合
あ
り

※
事
情
に
よ
り
変
更
登
記
が
で
き
な

い
場
合
、
未
登
記
家
屋
の
場
合
は

問
い
合
わ
せ

償
却
資
産
の
申
告
は

２
月
２
日
㈪
ま
で

　

市
内
に
固
定
資
産
税
対
象
の
償
却

資
産
（
事
業
用
の
構
築
物
・
機
械
・

車
両
・
器
具
）
を
持
つ
個
人
・
法
人

（
事
業
用
資
産
の
貸
し
付
け
も
含
む
）

は
、
８
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状

況
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
も
可

※
申
告
の
対
象
に
な
る
償
却
資
産
な

ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参

照
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

QRコードシールで
認知症高齢者を見守りましょう

　QRコードシールを貼っている人に
出会ったら正面から声をかけて、QR
コードを読み取ってください。
活用方法
◦高齢者の衣服などに貼っているQR
コードを発見者が読み取るだけで、
ご家族などにメールが送信され、イ
ンターネット上の伝言板で保護に必
要な情報が確認できます。

◦伝言板を利用すれば個人情報を開示
することなく、本人に関する情報を
発見者と共有でき、早期の帰宅につ
ながります。

申請・登録方法
　申請書を高齢福祉課へ提出。QRコ
ードを印字したシール交付します。

詳しくは
こちら

シールサンプル

問合先
　高齢福祉課
　☎０６(６９０２)６１７６

文字構成要素の大きさの違い

文字構成要素内の
画の長さの違い

文字構成要素内の
曲げ止めと曲げ跳ねの違い

文字構成要素内の
画と画の接触、非接触の違い

字体は同じだが、
字形（デザイン）が変わる例

税

金

福

祉
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